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１．公共ライドシェア（自家用有償旅客運送）制度の

運用改善
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・路線バス
・高速バス
・定期観光バス
・コミュニティバス 等

路線定期運行
（省§3の3）

一般乗合旅客自動車運送事業
（法§4）

一般旅客自動車運送事業
（法§3）旅客自動車運送事業

（法§2）

・コミュニティバス
・乗合タクシー
・デマンド型交通

路線不定期運行
（省§3の3）

区域運行
（省§3の3）

・貸切バス一般貸切旅客自動車運送事業（法§4）

・タクシー（法人・個人）

・福祉限定タクシー
一般乗用旅客自動車運送事業（法§4）

・企業従業員等の送迎バス特定旅客自動車運送事業（法§43）

・実証運行
・イベント対応運行 等

一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者による乗合旅客運送
（法§21）

・公共ライドシェア

交通空白地有償運送（省§51）

自家用有償旅客運送（法§79）

自家用自動車による
有償の旅客運送
（法§78）

福祉有償運送（省§51）

・日本版ライドシェア
・幼稚園バス

国土交通大臣の許可を受けて行う運送（法§78）

災害のため緊急を要するときに行う運送（法§78）

道路運送法の法体系について

法＝道路運送法 省＝道路運送法施行規則 3



自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）の取組状況 R6.3月末現在

○交通空白地有償運送の実施団体数

青森県：13
岩手県：26
宮城県：16
秋田県：9
山形県：20
福島県：13

○福祉有償運送の実施団体数

青森県：65
岩手県：25
宮城県：19
秋田県：10
山形県：38
福島県：17
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バス事業やタクシー事業によって輸送手段を確保することが困難な場合、市町村やNPO法人などが、自家用車を

活用して提供する、有償の旅客運送。

省令において「交通空白地有償運送」及び「福祉有償運送」を規定。

（交通空白地） 地域住民・観光客
（福祉） 介護を必要とする者

利用者

（運送主体） 市町村、NPO法人等
（使用車両） 自家用車（白ナンバー）
（ドライバー） 第１種運転免許の保有、大臣認定講習の受講等

提供体制

法律により、「実費の範囲内」の収受が認められている。運送の対価

① 安全体制を確保すること。 （運行管理・整備管理の責任者の選任等）
② 地域の関係者（※）において協議が調うこと。
（※）地域住民、地方公共団体、NPO、バス・タクシー事業者、事業者団体、運転者団体等

登録要件

自家用有償旅客運送（道路運送法78条２号）の概要

（交通空白地） 698団体 4,428両
（福祉） 2,428団体 14,044両

種類
※R5.3.31時点
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「時間帯による空白」の概念の取込み 「対価」の目安の見直し

夜間になると
公共交通機関の
運行が無くなる

自治体等の実施主体株式会社

実施主体への協力

＋

株式会社が参画できることの明確化

「交通空白地」の目安を数値で示すとともに夜間など「時
間帯による空白」の概念を通達上明記

対価の目安を地域のタクシー運賃の「約８割」とすること
を通達上明記

交通空白地有償運送の実施地域において、自治体等実
施主体からの受託により、株式会社の参画が可能である
ことを通達上明記

観光地における宿泊施設の車両の共同使用の促進

宿泊施設が所有している車両について、使用されてい
ない時間帯に自治体等自家用有償旅客運送の実施主
体に提供し、ホテル間の運送や地域住民等の運送に活
用することが可能であることを通達上明記

車両・ドライバー
の提供

＋ 自治体等の
実施主体が運行

タクシー固有の費用
（営業所、車庫等に係る償却費等）

適正利潤

タクシーの
総括原価

約８割 運送の対価

自家用有償旅客運送制度（道路運送法78条２号）の運用改善①

令和5年12月28日（国自旅第265号）
地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について

令和5年12月28日（国自旅第263号）ほか
自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて

令和5年12月28日（国自旅第217号）ほか
交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について

令和5年12月28日（国自旅第217号）
交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について
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自家用有償旅客運送制度（道路運送法78条２号）の運用改善②

令和6年4月26日（国自旅第71号）地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について

令和6年4月26日（国自旅第73号）
「一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による共
同輸送サービスの提供について」の制定について

令和6年4月26日（国自旅第72号）
自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて
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２．許可又は登録を要しない運送
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許可又は登録を要しない運送

ガイドライン全文は以下URLに掲載しておりますので、ご確認ください。
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/jk/jk-sub85.html

○許可・登録を要しない運送の解釈については、類似の通達が発出されてきた結果、若干わかりにくくなっ
ているところ。

○地域における移動資源の確保が困難になっている中、バス・タクシーや自家用有償旅客運送の果たす役割
を補完する観点からも、改めて許可・登録を要しない運送についての考え方を整理した。

○また、複数の通達が存在することは混乱を招くことから、許可・登録を要しない運送に係る現在の通達を
すべて廃止し、１つの通達にまとめる。

R6.3.1「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」発出の経緯

目次（従前の通達との変更点）

①無償運送について
→ 新たに実費の対象として保険料・車両借料を追加しました。
②宿泊施設＆介護施設の付随送迎
→ 商店等への立ち寄り・観光スポットへの送迎も可能であることを明記しました。
③ツアー＆ガイドに係る付随送迎
→ ツアーやガイドに付随して運送が可能であることを明記しました。
④運送サービスの有無で料金に差を設ける場合
→ 実費の収受が可能であることを明記しました。
⑤地縁団体が行う運送サービス
→ 会費で行う運送サービスが可能であることを明記しました。
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許可又は登録を要しない運送

○無償運送については、道路運送法による規制がなく、自由に行えます。また、無償運送なので運送を行える
範囲に制限はありません。

○以下の行為は無償運送に伴って行えます。有償運送とはならないので許可等は必要ありません。
①謝礼の支払い
②実費の請求及び支払い

謝礼の支払い
実費の請求・支払い

（実費とは以下の項目を指します）

①無償運送について
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許可又は登録を要しない運送

○宿泊施設や介護施設の利用者を対象とする運送において、送迎に対する反対給付がない場合に許可等は必
要ありません。

○この場合、利用者からの依頼に応じて、以下の運送を行うことも可能です。

②宿泊施設＆介護施設の付随送迎
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許可又は登録を要しない運送

○ツアー等のサービス提供者が、ツアー利用者を近隣の駅・バス停・宿泊施設等からツアー実施場所まで運送
する場合に、運送に対する反対給付がなければ、許可等は必要ありません。

○通訳案内士等の公的資格を有する観光ガイドが、ガイドの為に利用者を運送する場合において、運送に対す
る反対給付がなければ、許可等は必要ありません。

※ただし、ツアーやガイドと称していても、提供されるサービスの実態が目的地への運送のみである場合は
許可等を要することとなります。

③ツアー＆ガイドに付随する送迎
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許可又は登録を要しない運送

○有料の施設利用に付随する運送サービス、宿泊施設における運送サービス、幼稚園等の送迎に係る運送サー
ビスについて、運送サービスの利用の有無によって利用料や宿泊料に差を設ける場合であっても、当該差額が
運送サービスに要する実費の範囲内であれば、許可等は必要ありません。

※ただし、幼稚園等において、利用者から運行に係る人件費相当を収受する場合は「通学通園に係る自家用自動車
の有償運送の取扱いについて（平成９年６月１７日付自旅第１０１号）」に基づき、許可を要することとなります。

④運送サービスの有無で施設の利用料金等に差を設ける場合の取扱い

ガソリン代等の実費が対象となるのはもちろん、当該車両が、主として送迎を要する利用者のためだけに購入・維持されて
いることに鑑み、実費の範囲に「車両償却費、車検料、保険料等」の車両の維持費を含めることも差し支えありません。

この場合の実費について
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許可又は登録を要しない運送

○社会福祉協議会、自治会・町内会、マンション管理組合等の地縁団体の活動として、会員が負担する会費
で行う運送サービスについては、許可等は必要ありません。

○この場合、以下の行為が可能です。
①会費で車両を調達すること
②会費から当該サービスを提供するための運転者に報酬を支払うこと
③運送サービスの利用の有無に応じて会費に差を設けること（ただし、差額が実費の範囲内である場合に
限る。）

⑤地縁団体が行う運送サービス
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